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答申第２８３号 

 

                                  答  申 

 

第１ 審査会の結論 
 

実施機関は、当該決定を取り消し、対応する行政文書を改めて探索、特定の上、当該

行政文書について開示決定等すべきである。 

 

第２ 諮問事案の概要 
 
 １ 行政文書の開示請求 
 

審査請求人は、令和５年２月２１日、奈良県情報公開条例（平成１３年３月奈良県

条例第３８号。以下｢条例｣という。）第６条第１項の規定に基づき、奈良県知事（以下

「実施機関」という。）に対し、「２０２３年２月２０日１７時過ぎ、県教育研究所別

館において開示請求者に教職員課長補佐○○氏が口頭で説明し、提示（写し）を拒否し

た①２００４年まで、学校の自家用電気工作物の点検業務を開示請求者が行うにあた

っては、校長、県教委、点検業者、開示請求者の契約（合意文書）を交わす必要があっ

たことを規定した法的文書。②２００５年以降上記①の規制が緩和されたことを規定

した法的文書。なお、①、②の法的文書には、経産省の法令施行令施行規則の他、通達、

告示、内規等を含む。」の開示請求（以下「本件開示請求」という。）を行った。 

 

 ２ 実施機関の決定 
 

令和５年３月２日、実施機関は、本件開示請求は実質的に特定の個人の名（奈良県職

員を除く）を挙げてしたものであることから、開示された行政文書の存否について回答

すれば、条例第７条第２号の規定による「個人に関する情報であって、特定の個人を識

別することができるもの」を開示することになるため、条例第１０条に該当するとして、

行政文書の不開示決定（以下「本件決定」という。）を行い、審査請求人に通知した。 

 

  ３ 審査請求 
 

審査請求人は、令和５年３月６日、本件決定を不服として、行政不服審査法（平成２

６年法律第６８号）第２条の規定に基づき、実施機関に対し、不開示決定の取消しと、

一部開示決定を求める旨の審査請求を行った。 

 

  ４ 諮 問 
 

令和５年４月１１日、実施機関は、条例第１９条の規定に基づき、奈良県情報公開審

査会（以下「当審査会」という。）に対して、当該審査請求に係る諮問を行った。 

 

第３ 審査請求人の主張要旨 
 
  １ 審査請求の趣旨 
 

奈良県教育委員会（以下「県教委」）は、当該行政文書開示請求（以下「開示請求」）

の非開示を決定したが、その理由として「実質的に特定の個人の名（奈良県職員を除

く）」を挙げることになり、「特定の個人を識別することができる」ので開示しないとし



2 

 

た。これは、県教委の虚偽を隠蔽する極めて違法な処分であるので、その取消しと、一

部開示を求める。 

 

  ２ 審査請求の理由 
 

 審査請求人が、審査請求書及び反論書において主張している審査請求の理由は、おお

むね次のとおりである。 
 

（１）審査請求書 
 

開示請求文書が、県教委の主張する「特定の個人を識別することができる」のであれ

ば、行政得意の黒塗りで「特定の個人名」を非開示、一部開示とすればよい。 

そもそも、県教委教職員課○○課長補佐（以下「○○」）は、ありもしない規定を開

示請求者に告げ、「実務経歴証明書」の証明を拒否したのであり、その虚偽説明は開示

請求者が所管の経済産業省中部近畿保安監督部近畿支部（以下「経産省近畿支部」）に

照会して明らかになっている。県教委及び○○は、虚偽説明を隠蔽するため非開示とし

た。 

 また、開示請求者は、開示請求に係る○○の説明の場に同席した県教委高校の特色づ

くり推進課指導主事○○○○（以下「○○」）に直接電話し、○○の虚偽説明を確認し

た（客観的証拠がある）。 

 更に、存在しない虚偽の説明をした○○は、その説明の場で開示請求者が規定文書を

見せるように求めても拒否した。 

 嘘はすぐにばれる、「天知る地知る」の例え通り、嘘の言い訳をするために更に嘘を

重ねるのは卑怯、言語道断、愚かである。県教委は、組織ぐるみで○○の不正・虚偽を

隠蔽するため非開示とした。 

 開示請求者が求めるのは、「特定の個人名」を非開示とした一部開示である。開示請

求者の主張は至極まともであり、理にかなっている。直ちに一部開示せよ。 

 

（２）反論書 
 

奈良県教育委員会弁明（令和５年４月１１日付）の矛盾、詭弁 

 審査請求人に対し、２０２３年２月２０日１７時過ぎ、奈良県教育研究所別館に

おいて、教職員課長補佐○○（以下「○○」）が下記説明を行った。 

 ①２００４年まで学校の自家用電気工作物の点検業務を行うにあたっては、校長、

県教委、点検業者、開示請求者の契約（合意文書）を交わす必要があったという規

程があったと、県教委から派遣された高校の特色づくり推進課指導主事○○○○が、

自家用電気工作物の点検業務を所管する経済産業省（以下「経産省」）「中部近畿

産業保安監督部近畿支部電力安全課自家用担当○○○○課長補佐（以下「○○課長

補佐」）」から説明を受け、その規程を保有すると開示請求者に回答した。 

 ②しかし、上記①の規定は、２００５年以降緩和されたと回答した。 

 開示請求者が開示を求める上記①及び②の文書は県教委の回答では規程であり、

即ち法令・規則等に該当するので開示請求するまでもなく広く国民に公開すべき文

書である。 

 然るに、開示請求者がその場で当該規程を見せるように求めたが、○○は拒否し

た。この事実は、開示請求者と○○とのメールで明らかである。 

 ○○は存在しない規程がさもあるかのように虚偽の説明をしたので開示請求者に

見せることが出来なかった。また、県教委は○○の虚偽の上塗りをするかのように
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個人情報不開示決定を行った。この個人情報不開示決定は、県教委という組織が組

織ぐるみで○○の虚偽を隠蔽する極めて違法・不当な行為である。そもそも存在し

ない規程を開示請求者に、さも存在するように説明したため、県教委は不開示決定

するしか方法はないのであり、存在しない文書の開示は不可能である。 

 また、弁明書第１本件の経過２で、開示請求された行政文書の存否について回答

すれば、条例第７条第２号の規定による「個人に関する情報であって、特定の個人を

識別することができるもの」を開示することになるためと説明するが、開示請求者の

個人情報を開示請求者に開示して「特定の個人を識別することができる」という主

張は全く論理的でなく、詭弁である（辻褄が合わない）。 

 なお、開示請求者が○○課長補佐にメールで照会したところ、「奈良県教育委員

会へは、管理技術者要件確認に係る書類についての説明であり、お尋ねの『２００

４年までの規程』についてその様な説明をした事実がないことを申し添えます。」

との回答を得た。 

 

第４ 実施機関の説明要旨              
 

実施機関が、弁明書において説明している本件決定の理由は、おおむね次のとおり

である。 
 

  １ 本件の経過 
 

 （１）令和５年２月２１日、審査請求人は、奈良県教育委員会（以下「実施機関」という。）

に対し、条例第６条第１項の規定により「２０２３年２月２０日１７時過ぎ、県教育研

究所別館において開示請求者に教職員課長補佐○○氏が口頭で説明し、提示（写し）を

拒否した①２００４年まで学校の自家用電気工作物の点検業務を開示請求者が行うに

あたっては、校長、県教委、点検業者、開示請求者の契約（合意文書）を交わす必要が

あったことを規定した法的文書。②２００５年以降上記①の規制が緩和されたことを

規定した法的文書。なお、①、②の法的文書には、経産省の法令施行令施行規則の他通

達、告示、内規等を含む。」の開示請求（以下「本件開示請求」という。）を行った。 
 
（２）令和５年３月２日、実施機関は、本件開示請求に対応する行政文書（以下「本件対象

文書」という。）を開示しない旨の行政文書不開示決定（以下「本件決定」という。）を

行い、次の開示しない理由を付して、審査請求人に通知した。 

   開示しない理由 

    条例第１０条に該当 

   本件開示請求は、実質的に特定の個人の名（奈良県職員を除く）を挙げてしたも

のであることから、開示請求された行政文書の存否について回答すれば、条例第７

条第２項の規定による「個人に関する情報であって、特定の個人を識別することが

できるもの」を開示することになるため。 
 
（３）審査請求人は、令和５年３月６日、本件決定を不服として、行政不服審査法（平

成２６年法律第６８号）第２条の規定に基づき、実施機関に対し、本件決定の取消

しと一部開示の裁決を求める旨の審査請求（以下「本件審査請求」という。）を行

った。 

 

２ 処分の理由 
 
（１）本件開示請求の趣旨について 
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本件審査請求は実質的に審査請求人本人を名指ししたうえで、審査請求人が２０２

３年２月２０日に教育研究所において、教職員課○○課長補佐より口頭で説明を受け

た際に、同課長補佐が保有していた「①２００４年まで学校の自家用電気工作物の点検

業務を開示請求者が行うにあたっては、校長、県教委、点検業者、開示請求者の契約（合

意文書）を交わす必要があったことを規定した法的文書」及び「②２００５年以降上記

①の規制が緩和されたことを規定した法的文書」の内容が記載された文書の開示を求

めたものである。 

 

（２）存否応答拒否について 
 

ア 条例第１０条該当性について 
 

条例第１０条は、「開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在している

か否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該

行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。」と規

定している。 

なお、条例第５条に定める開示請求制度は、何人に対しても等しく開示請求権を認

めるものであり、開示請求の理由や利用目的を問わないものであるから、本人から、

本人に関する情報の開示請求があった場合にも、個々の情報が条例第７条に規定する

不開示情報に当たるか否かの判断に影響するものではない。 

 

イ 条例第７条第２号について 
 

本件対象文書の存否（以下「本件存否情報」という。）は、審査請求人が２０２３

年２月２０日に教育研究所において口頭で説明を受けたか否かという個人に関する

情報であって、個人を識別することができる情報であることから、本件存否情報は、

条例第７条第２号本文に掲げる情報に該当する。 

次に、同号ただし書について検討する。 

実施機関において、本件存否情報を公にする慣行はなく、公にすることが予定され

る情報でもないことから、同号ただし書アにも該当せず、同号ただし書イ及びウに該

当しないことは明らかである。 

 

ウ まとめ 
 

以上のことから、本件存否情報を明らかにするだけで、条例第７条第２号に規定する

不開示情報を開示することとなるため、条例第１０条により不開示決定を行ったもの

である。 

 

３ 結語 
 

以上のことから、実施機関が行った本件決定は妥当なものであり、原処分維持が適当

と考える。 

 

第５ 審査会の判断理由 
 
      当審査会は、本件事案について審査した結果、次のとおり判断する。 
 

１ 基本的な考え方 
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条例は、その第１条にあるように、県政に対する県民の理解と信頼を深め、県民の

県政への参加を促進し、もって県民の知る権利への理解を深めつつ、県の有するその

諸活動を県民に説明する責務が全うされるようにするとともに、公正で開かれた県民

本位の県政を一層推進することを目的として制定されたものであり、その解釈・運用

に当たっては、県民の行政文書開示請求権を十分尊重する見地から行わなければなら

ない。 

しかし、この行政文書開示請求権も絶対的で無制限な権利ではなく、個人、法人等

の権利利益や、公共の安全、公共の利益等も適切に保護すべき必要があり、開示しない

ことに合理的な理由がある情報を不開示情報として、条例第７条に規定している。 

これらの条例上不開示とされている情報については、条文の趣旨に沿って客観的に

判断する必要がある。 

したがって、当審査会は、原則開示の理念に照らし、本件行政文書が、不開示情報を

規定する条例第７条各号に該当するかどうかを、その文理及び趣旨に従って判断する

とともに、本件事案の内容に即し、個別、具体的に判断することとする。 
 

  ２ 本件行政文書の性質について     
 

本件開示請求は、２０２３年２月２０日１７時過ぎ、奈良県教育研究所別館におい

て、実施機関の職員である課長補佐が審査請求人に対して口頭で説明したことを前提

に、その内容の根拠となることを規定した法的文書を求めるものである。 

 

 ３ 存否応答拒否について 
 

条例第１０条は、「開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか

否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政

文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。」と規定して

いる。 

実施機関は、本件行政文書の存否（以下「本件存否情報」という。）を明らかにする

だけで請求者が何時、何処で、何をしていたのかが明らかになり、条例第７条第２号に

規定する不開示情報を開示することとなるため、条例第１０条の規定により不開示と

した旨を主張しているので、以下検討する。 

 

 条例第７条第２号本文は、「個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、

生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの」を原則とし

て不開示とする旨規定している。 

同号ただし書は、同号本文に該当する情報であっても、「ア 法令等の規定により又

は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」、「イ 人の生命、

健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」、

「ウ 当該個人が公務員等である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情

報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部

分」のいずれかに該当する情報については、同号の不開示情報から除外することとして

いる。 

審査請求人が求めている文書は、審査請求人が学校の自家用電気工作物の点検業務

を行うにあたって、２００４年までは審査請求人と校長等学校関係者との間で契約を

交わす必要があることを規定している法令、通達、告示、内規などの法的文書であって、

学校の自家用電気工作物の点検業務を学校以外の者に行わせる場合の根拠やその場合
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の遵守事項を規定している文書を対象とすると解すことが相当であり、審査請求人が

点検業務を行うということに限る必要はないと考える。仮にそのような法的文書があ

った場合、当該法的文書には、審査請求人が何時、何処で、何をしていたのかが明らか

になるような個人情報が記載されているとは想定できない。 

さらに、その根拠となる法的文書を対象文書として特定したとしても、審査請求人が

何時、何処で、何をしていたのかが明らかになるとは認められない。 

これらのことから、本件存否情報を明らかにしたからといって、個人に関する情報が

明らかになるとは認められず、条例第７条第２号に掲げる情報には該当しない。 

以上のことから、本件行政文書の存否を明らかにしたとしても、条例第７条第２号に

掲げる不開示情報を開示することにはならず、本件存否情報は条例第１０条に該当し

ないため、本件開示請求に対応する行政文書を改めて探索、特定の上、当該行政文書に

ついて開示決定等すべきである。 

 

４ 結 論 
 

以上の事実及び理由により、当審査会は「第１ 審査会の結論」のとおり判断する。 

 

第６ 審査会の審査経過 
 
     当審査会の審査経過は、別紙のとおりである。  
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（別 紙） 

 

 

審 査 会 の 審 査 経 過 

 

 審   査   経   過 

 

令和 ５年 ４月１１日 

 

・ 実施機関から諮問及び弁明書の写しの提出を受けた。 

 

 

令和 ５年 ４月１７日 

 

･  審査請求人から反論書が提出された。 

 

令和 ５年 ９月１１日 

（第２６９回審査会） 

 

 

・ 事案の審議を行った。 

 

 

令和 ５年１０月１６日 

（第２７０回審査会） 

 

 

・  事案の審議を行った。 

 

令和 ５年１２月１５日 

（第２７１回審査会） 

 

 

・  答申案のとりまとめを行った。 

 

令和 ６年 ２月２０日 

 

 

・ 実施機関に対して答申を行った。 
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